
下記のとおり、購入申し込みします。

①

②

③

④

⑤

おり、市が発行するものではありません。

小人運賃等で差額が生じた場合でも、お釣りは出ません。

名　　　　前

住　　　　所

回数券は、市の受託事業者である阪急タクシー株式会社が発行して

購　入　部　数

いかなる場合も、払い戻しはできません。

盗難紛失の責任は負いません。

豊 中 市  乗 合 タ ク シ ー 　回 数 乗 車 券
購 入 申 込 書

令和　　 年　　　 月　　　日

金　　　額

回数券は、豊中市乗合タクシーでのみご利用いただけます。

部

円=部2,200円 ×


